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健康づくり講習会　日程表（全６回）
内　容日　時

医師と栄養士の話５月９日（水）午後１時３０分～４時
調理実習５月１６日（水）午前９時３０分～午後１時
個別相談　「私の目標」５月２３日（水）午前か午後のいずれか
運動の話と実技、グループワーク５月３１日（木）午後１時３０分～４時
運動の話と実技、ストレスと休養６月２８日（木）午後１時３０分～４時
なに食べる、まとめ７月２６日（木）午後１時３０分～４時

  
妊
婦
歯
科
健
康
診
査

対
妊
娠
　
週
～
　
週
の
初
妊
婦

１６

２７

※
　
週
を
超
え
た
方
は
健
康
課
へ

２７
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

日
５
月
　
日
（
火
）
午
後
１
時
～

２９

２
時
　
分
受
け
付
け
（
所
要
時
間

１０

は
約
１
時
間
）

場
健
康
福
祉
会
館

内
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
歯
科

健
康
診
査
・
歯
科
相
談
、
正
し
い

歯
の
み
が
き
方
等

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

１５
申
電
話
で
イ
ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル

（
辺辺
７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
４
１
４

返
７
２
５
・
５
１
９
８

 任
意
予
防
接
種
の
ご
案
内
～
子
宮

頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン

費
用
助
成
の
要
件
が

緩
和
さ
れ
ま
し
た

　
４
月
か
ら
、
子
宮
頸
が
ん
予
防

ワ
ク
チ
ン
（
中
学
３
年
生
・
高
校

１
年
生
相
当
と
な
る
女
子
の
方
が

対
象
）
の
費
用
助
成
の
要
件
が
緩

和
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
ま
で
は
、
３
月
　
日
ま
で
に

３１

１
回
以
上
接
種
し
て
い
る
こ
と
を

要
件
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
４
月

１
日
以
降
に
初
回
接
種
し
た
場
合

に
つ
い
て
も
費
用
を
助
成
し
ま

す
。
　
な
お
、
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク

チ
ン
に
は
、「
サ
ー
バ
リ
ッ
ク
ス
」

健
康
案
内

健
康
案
内

健
康
案
内

と
「
ガ
ー
ダ
シ
ル
」
の
２
種
類
が

あ
り
ま
す
。
左
表
を
参
照
の
う

え
、
医
療
機
関
に
ど
ち
ら
の
ワ
ク

チ
ン
を
接
種
す
る
か
を
お
申
し
出

下
さ
い
。
ど
ち
ら
の
ワ
ク
チ
ン
で

も
子
宮
頸
が
ん
に
対
す
る
予
防
効

果
や
接
種
費
用
に
違
い
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※
接
種
の
際
に
は
、
必
ず
市
か
ら

送
ら
れ
た
個
別
通
知
と
母
子
手
帳

を
お
持
ち
下
さ
い
。

対
①
２
０
１
２
年
４
月
１
日
現

在
、
中
学
１
年
生
～
高
校
１
年
生

相
当
の
女
子
②
２
０
１
２
年
４
月

１
日
現
在
、
高
校
２
年
生
相
当
の

女
子
で
、
２
０
１
２
年
３
月
末
ま

で
に
１
回
以
上
接
種
し
て
い
る
方

場
市
内
の
指
定
医
療
機
関

費
１
回
に
つ
き
１
６
０
０
円

※
生
活
保
護
受
給
者
の
方
は
無
料

で
す
。

接
種
期
間
２
０
１
３
年
３
月
　
日
３１

ま
で

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
４
２
２

返
７
２
５
・
５
１
９
８

 
健
康
づ
く
り
講
習
会

【
お
腹
ま
わ
り
の
脂
肪
気
に
な
っ

て
い
ま
せ
ん
か
？
】

　
右
下
表
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

対
市
内
在
住
の
血
液
検
査
結
果
が

わ
か
る
健
診
結
果
表
（
お
お
む
ね

４
か
月
以
内
の
も
の
）
を
お
持
ち

で
、
全
回
参
加
可
能
な
Ｂ
Ｍ
Ｉ
値

が
　
以
上
の
方
や
、
医
師
か
ら
ダ

２５
イ
エ
ッ
ト
が
必
要
と
い
わ
れ
て
い

る
方
等

場
健
康
福
祉
会
館

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

２４
申
４
月
　
日
ま
で
に
電
話
で
イ
ベ

２６

ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺
７
２
４
・
５

６
５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
１
７
８

返
７
２
５
・
５
１
９
８

  
健
康
課
保
健
師（
嘱
託
）

対
保
健
師
資
格
を
お
持
ち
の
方
＝

１
人

勤
務
期
間
５
月
～
２
０
１
３
年
３

月
末
（
更
新
有
り
）

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ ＢＭＩ値＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

勤
務
日
時
平
日
の
週
４
日
、
午
前

８
時
　
分
～
午
後
５
時

３０

勤
務
地
健
康
福
祉
会
館
（
７
月
以

降
は
市
役
所
新
庁
舎
）

内
窓
口
業
務
、
相
談
業
務
等
 

※
健
康
課
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。
追

っ
て
面
接
日
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

（
履
歴
書
を
持
参
）。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
４
７
１

返
７
２
５
・
５
１
９
８

町
田
市
民
病
院

医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ

ー
カ
ー（
臨
時
職
員
）

対
社
会
福
祉
士
資
格
を
お
持
ち
の

方
＝
１
人

勤
務
期
間
４
月
～
２
０
１
３
年
３

月
末
（
予
定
）

勤
務
日
時
平
日
の
週
４
日
、
午
前

８
時
　
分
～
午
後
５
時
　
分

３０

１５

選
考
書
類
・
面
接
　

申
電
話
連
絡
の
う
え
、
履
歴
書
を

 成
瀬
セ
ン
タ
ー
～
移
設
し
た
会
議

室
を貸

し
出
し
ま
す

　
旧
成
瀬
あ
お
ぞ
ら
学
童
保
育
ク

ラ
ブ
の
建
物
（
所
在
地
＝
成
瀬
２

１
４
９
―
１
）
を
一
部
改
修
し
、

５
月
１
日
か
ら
新
た
に
成
瀬
セ
ン

タ
ー
の
「
会
議
室
２
」
と
し
て
貸

し
出
し
ま
す
（
利
用
受
付
は
４
月

　
日
か
ら
）。

２０使
用
料
午
前
（
９
時
～
正
午
）
７

０
０
円
、
午
後
（
１
時
～
５
時
）

９
０
０
円
、
夜
間
（
午
後
５
時
　３０

分
～
　
時
）
１
１
０
０
円
、
全
日

１０

（
午
前
９
時
～
午
後
　
時
）
２
７

１０

０
０
円

※
ま
ち
だ
施
設
案
内
予
約
シ
ス
テ

ム
ま
た
は
直
接
成
瀬
セ
ン
タ
ー
で

お
申
し
込
み
下
さ
い
。

※
空
き
予
約
は
、
４
月
　
日
か
ら

２０

５
・
６
月
分
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
７
月
分
以
降
の
抽
選
申
込
や
空

き
予
約
は
通
常
ど
お
り
受
け
付
け

ま
す
。

問
市
民
協
働
推
進
課
辺辺
７
２
３
・

２
８
９
２
返
７
２
３
・
２
９
４

６
、
成
瀬
セ
ン
タ
ー
辺辺
返
７
２
７

・
０
７
３
１

募
集
し
ま
す
～
２
０
１
２
年
度

町
田
市
介
護
保
険
施
設
等

整
備
運
営
候
補
事
業
者

　
詳
細
は
募
集
要
項
（
町
田
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
を
ご
覧
下
さ
い
。

【
募
集
す
る
施
設
】

①
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
創
設

・
増
床
２
０
０
床
、
改
築
　
床
）

５０

②
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
混
合
型
１

０
０
床
、
介
護
専
用
型
１
０
０

床
）

③
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
（
１
施
設
２
ユ
ニ
ッ
ト
　
人
）

１８

募
集
期
間
①
②
５
月
　
日
ま
で
③

３１

４
月
　
日
ま
で

２７

問
高
齢
者
福
祉
課
辺辺
７
２
４
・
４

０
４
８
返
７
２
４
・
１
１
９
０

該
当
す
る
方
は
申
請
を

各
種
福
祉
手
当

　
左
表
の
要
件
に
該
当
す
る
方
に

は
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
既
に

受
給
中
の
方
の
手
続
き
は
不
要
で

す
。
最
近
転
入
し
、
前
住
所
地
で

手
当
を
受
け
て
い
た
方
は
新
た
に

申
請
が
必
要
で
す
。

　
手
当
の
申
請
に
は
、
印
鑑
の
ほ

４
月
　
日
ま
で
（
必
着
）
に
、
郵

２０

送
で
町
田
市
民
病
院
医
事
課
（
〒

　
―
０
０
２
３
、
旭
町
２
―
　
―

１９４

１５

　
、
辺辺
７
２
２
・
２
２
３
０
、
内

４１線
７
１
４
２
）
へ
。

大
地
沢
青
少
年
セ
ン

タ
ー
ア
ル
バ
イ
ト

対
高
校
卒
業
以
上
で
自
然
に
興
味

が
あ
る
方

勤
務
期
間
８
月
　
日
ま
で

３１

勤
務
日
時
月
４
日
程
度
、
午
前
８

時
　
分
～
午
後
５
時

３０
勤
務
地
同
セ
ン
タ
ー

内
キ
ャ
ン
プ
指
導
補
助
、
施
設
利

用
者
指
導
補
助
、
主
催
事
業
補

助
、
施
設
管
理
補
助
等

選
考
面
接
（
日
時
は
申
込
時
に
決

定
）

申
電
話
で
同
セ
ン
タ
ー（
辺辺
７
８

２
・
３
８
０
０
）
へ
。
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

の
お
問
い
合
わ
せ
は
返
７
８
２
・

６
８
１
５
へ
。

第
１
回
（
仮
称
）
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
ま
つ
り

企
画
・
運
営
委
員

　
　
月
　
日
～
　
日
に
行
わ
れ
る

１０

１９

２１

「
第
１
回
（
仮
称
）
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
ま
つ
り
」
を
共
に
作
っ
て

い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

対
平
日
夜
間
に
開
催
さ
れ
る
企
画

・
運
営
委
員
会
に
参
加
で
き
る
方

日
５
月
初
旬
～
　
月
初
旬
の
月
２

１１

～
３
回
程
度

場
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー（
４
月
に

ま
ち
だ
中
央
公
民
館
か
ら
名
称
を

変
更
）

内
ま
つ
り
の
企
画
・
運
営
方
法
の

検
討
、
準
備
、
当
日
運
営
等

申
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・

電
話
番
号
・
年
齢
を
明
示
し
、
電

話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
同
セ
ン
タ
ー

（
辺辺
７
２
８
・
０
０
７
１
返
７
２

８
・
０
０
７
３
）
へ
。

か
に
身
体
障
害
者
手
帳
、
愛
の
手

帳
、
診
断
書
の
い
ず
れ
か
と
、
転

入
者
は
所
得
証
明
書
（
区
市
町
村

に
よ
っ
て
名
称
は
異
な
る
）
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

は
、
①
世
帯
全
員
の
全
部
の
内
容

が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
②
申
請
者

と
児
童
の
戸
籍
謄
本
が
必
要
で

す
。

※
障
が
い
者
が
施
設
を
退
所
し
た

場
合
も
新
た
に
申
請
が
必
要
で

す
。

問
障
が
い
福
祉
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
３
６
返
７
２
４
・
１
１
９
１

子宮頸がんワクチンの概要
予防できる
病気接種間隔接種

回数ワクチン名

子宮頸がん

２回目接種＝初回接
種から１か月後／３
回目接種＝初回接種
から６か月後

３回サーバリッ
クス

子 宮 頸 が
ん、尖形コ
ンジローマ

２回目接種＝初回接
種から２か月後／３
回目接種＝初回接種
から６か月後

３回ガーダシル

各種福祉手当一覧 ２０１２年４月１日現在
手当額（月額）対　　象手当の種類
国民年金法障害等
級が１級＝５万
４００円、国民年金法
障害等級が２級＝
３万３５７０円

①～③のいずれかに該当する２０歳未満の児童を扶養している方　①身体障害者手帳＝
おおむね１～３級②愛の手帳＝おおむね１～３度③日常生活に著しい制限を受ける程
度の疾病、精神障がいがある
※児童が施設に入所中の方、障がいを理由とする年金を受給中の方、保護者・配偶者
・扶養義務者の所得が一定額以上の方は除きます。

特別児童扶養手当

１万５５００円
①～④のいずれかに該当する２０歳以上６５歳未満の方　①身体障害者手帳＝１・２級②
愛の手帳＝１～３度③脳性マヒ④進行性筋萎縮症
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。また、精神障害者保健福祉手帳は
対象になりません。

心身障害者福祉手当

１万４２８０円

①～③のいずれかに該当する、常時介護が必要な２０歳未満の方　①身体障害者手帳＝
おおむね１・２級②愛の手帳＝おおむね１・２度③これらと同等な疾病、あるいは精
神障がいがある
※施設入所者、障がいを理由とする年金を受給中の方、本人・配偶者・扶養義務者の
所得が一定額以上の方は除きます。

障害児福祉手当

２万６２６０円

①～④のいずれかに該当する、日常生活で常に特別の介護が必要な２０歳以上の方
①身体または精神に著しい重度の障がいがあり日常生活で自己の用を自身でできない
②重度の身体障がいと重度の精神障がいが重複している③身体に２つ以上の異なる重
度の障がいがある④疾病により長期にわたり絶対安静を必要とする病状にある
※施設入所者、３か月以上継続して入院中の方、本人・配偶者・扶養義務者の所得が
一定額以上の方は除きます。

特別障害者手当

６万円

①～③のいずれかに該当する、常時複雑な介護を必要とする６５歳未満の方　①重度の
知的障がいで、常時著しい精神症状がある②重度の知的障がいと重度の身体障がいが
ある③重度の肢体不自由者で、両上肢及び両下肢の機能が失われ座っているのが困難
である
※施設入所者、３か月以上継続して入院中の方、所得が一定額以上の方は除きます。

重度心身障害者手当

※扶養義務者＝申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等

水
曜
日
の
診
療
を
始
め
ま
し
た

障

が

い

者
 

歯
科
診
療
所

　
健
康
福
祉
会
館
で
診
療
を

行
っ
て
い
る
「
障
が
い
者
歯

科
診
療
所
」
が
、
木
曜
日
診

療
に
加
え
、
４
月
か
ら
水
曜

日
診
療
を
開
始
し
ま
し
た
。

　
診
療
は
完
全
予
約
制
で
す

の
で
、
必
ず
事
前
に
障
が
い

者
歯
科
診
療
所
（
辺辺
返
７
２

５
・
２
２
２
５
、
受
付
時
間

＝
午
前
９
時
～
午
後
４
時
　３０

分
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

※
祝
日
・
年
末
年
始
は
休
診

し
ま
す
。

診
療
時
間
午
前
９
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
５
時

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
４

７
１
返
７
２
５
・
５
１
９
８


